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問低所得世帯物価高騰対策支援給付金担当（☎983‒1138）

火災・救急統計
消防本部 ☎981‒4119

令和５年１月～11月累計（　）内11月分 昨年同期累計
火災出動 15件 (0) 20件
火災以外の出動 354件 (33) 366件
救急出動 4,054件 (362) 3,893件
搬送人員 3,664人 (330) 3,477人
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教
育
委
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会
は
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２
日
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八
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・
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セ
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・
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９
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※
入
賞
作
品
ポ
ス
タ
ー
は
、
人

権
啓
発
や
研
修
等
に
使
用
で
き

る
よ
う
貸
し
出
し
を
行
っ
て
お

り
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

11
月
25
日（
土
）、
京
都
府
総

合
見
本
市
会
館
に
お
い
て
、
京

都
府
農
林
水
産
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ

ル
表
彰
式
典
が
開
催
さ
れ
、
次

の
皆
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れ
ま
し
た
。
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令
和
５
年
第
４
回
定
例
会
が

12
月
６
日
に
開
会
し
、
市
は
条

例
案
や
令
和
５
年
度
補
正
予
算

案
な
ど
を
提
出
し
ま
し
た
。

　

定
例
会
に
は
報
告
２
件
、
条

例
案
７
件
、
一
般
会
計
等
の
補

正
予
算
案
３
件
、
そ
の
他
案
件

３
件
（
工
事
請
負
契
約
に
係
る

議
決
事
項
の
変
更
２
件
、
建
設

産
業
部
所
管
公
の
施
設
の
指
定

管
理
者
の
指
定
１
件
）
の
議
案

を
提
出
し
ま
し
た
。

　

補
正
予
算
案
は
、
令
和
５
年

度
の
一
般
会
計
に
４
３
０
０
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円
を
追
加
し
、
補
正
後
の
歳
入

歳
出
予
算
の
総
額
を
３
１
０
億

６
０
２
０
万
円
と
し
ま
し
た
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一
般
会
計
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補
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予
算
案
の

主
な
内
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は
、
▼
電
算
化
推
進

事
業
費
１
１
６
０
万
円
▼
公
立

保
育
所
お
よ
び
幼
稚
園
環
境
整

備
事
業
費
１
０
０
０
万
円
な
ど

で
す
。

　

主
な
条
例
案
は
、
▼
八
幡
市

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用

等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
案
▼
八
幡
市
公
の

施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
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の
一
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す
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条

例
案
▼
八
幡
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計
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建
築
物
制
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す
る
条
例
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な
ど
で
す
。
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補
正
予
算
案
等
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提
出

市
議
会
第
４
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定
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物
価
高
騰
の
影
響
を
受
け
る

住
民
税
非
課
税
世
帯
に
１
世
帯

あ
た
り
７
万
円
を
給
付
す
る

「
低
所
得
世
帯
物
価
高
騰
対
策

支
援
給
付
金
」
は
、
市
議
会
最

終
日
の
12
月
25
日
に
補
正
予
算

案
を
提
出
し
、
審
議
い
た
だ
き

ま
す
。

　

給
付
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
な
ど
の

詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な

ど
で
案
内
し
ま
す
の
で
、
し
ば

ら
く
お
待
ち
く
だ
さ
い
。

■
支
給
対
象
者

　

令
和
５
年
12
月
１
日
時
点
で

本
市
の
住
民
基
本
台
帳
に
登
録

が
あ
り
、
世
帯
全
員
の
令
和
５

年
度
分
の
住
民
税
均
等
割
が
非

課
税
で
あ
る
世
帯
の
世
帯
主

※
住
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る

人
の
被
扶
養
者
の
み
で
構
成
さ

れ
る
世
帯
を
除
き
ま
す
。

問
財
政
課
（
☎
９
８
３
･
２
８
７
９
）

低所得世帯物価高騰対策支援給付金
（７万円追加給付分）

問人事課（☎ 983‒1792）

令和５年度 会計年度任用職員採用試験

■職種、採用予定人数および受験資格

職　種 採用予定
人数 受験資格

共通の受験資格
・技術員＝昭和59年４月２日以降に生まれた
人
・技術員を除く職種＝昭和39年４月２日以降
に生まれた人

放課後
児童クラブ
支援員

４人

(１)次の①から⑤のいずれかに該当する人
①保育士資格または幼稚園、小中学校等
の教員免許を有する人、または令和６
年３月31日までに取得見込みの人
②社会福祉士の資格を有する人、または
令和６年３月31日までに取得見込みの
人
③大学・短期大学等で社会福祉学、心理
学、教育学、社会学、芸術学、体育学
のいずれかを専修する学科、またはこ
れらに相当する課程を修めて卒業、ま
たは令和６年３月31日までに卒業見込
みの人
④高等学校以上を卒業し、２年以上児童
福祉事業または放課後児童健全育成事
業に類似する事業に従事した人(令和
６年３月31日現在で２年以上従事)
⑤５年以上放課後児童健全育成事業に従
事した人(令和６年３月31日現在で５
年以上従事)

(注)保育士資格には「保育士証」が必要です
(令和６年３月31日までに取得見込み可)。

(注)教員免許の更新対象となった人、更新さ
れた人は更新講習修了確認証も併せて提
出してください(令和６年３月31日まで
に取得見込み可)。

幼稚園教諭
保育士 ３人

(１)幼稚園教諭免許および保育士資格の両方
を有する人、または令和６年３月31日ま
でに取得見込みの人

(注)配属施設（保育園、認定こども園、幼稚
園または子育て支援センター）は採用時
に決定します。

(注)幼稚園教諭免許の更新対象となった人、
更新された人は更新講習修了確認証も併
せて提出してください(令和６年３月31
日までに取得見込み可)。

(注)保育士資格には「保育士証」が必要です
(令和６年３月31日までに取得見込み可)。

延長保育士 ２人

(１)保育士資格を有する人、または令和６年
３月31日までに取得見込みの人

(注)配属施設（保育園または認定こども園）
は採用時に決定します。

(注)保育士資格には「保育士証」が必要です
(令和６年３月31日までに取得見込み可)。

調理員
(学校給食) １人

(１)学歴は問いませんが、学校教育法による
高等学校卒業程度の学力を有する人

(２)調理師免許を有する人または令和６年３
月31日までに取得見込みの人

技術員
(ごみ収集業務) １人

(１)学歴は問いませんが、学校教育法による
高等学校卒業程度の学力を有する人

(２)普通自動車運転免許を有する人、または
令和６年３月31日までに取得見込みの人

　試験方法や提出書類など、詳しくは募集要項をご覧ください。
　募集要項や受験申込書は市役所人事課、生涯学習センター、各公民
館・コミュニティセンター、生活情報センター、八幡人権・交流セン
ター、有都交流センターで配布しています。
※市ホームページからも入手可。

■募集職種など　下の表
■採用予定日
　令和６年４月１日以降
■申込方法（郵送のみ）
　必要書類を封筒に入れ、令和
６年１月４日（木）～12日（金）に
郵送（〒614‒8501市役所人事課
〈住所不要〉）にて提出。
※当日消印有効。
※封筒の表に「採用試験申込書類
在中」と朱書きのうえ、必ず簡
易書留で送付してください。

■注意事項
※受験資格にかかわらず、地方
公務員法第16条の各号に該当
する人は受験できません。
※必要な免許・資格を指定の期
日までに取得または卒業でき
なかった場合、その他、受験
資格を欠いている場合は採用
することはできません。ま
た、採用決定後に判明した場
合は、採用を取り消します。


